
行政相談業務にご尽力
【総務大臣感謝状贈呈】

　平成19年から16年間にわたり、行政相談委員を務められた
清

し

水
みず

和
かず

枝
え

さんに対し、行政相談および行政相談委員制度の発展
に努められた業績が認められ、４月25日㊋に総務大臣感謝状が
贈呈されました。
　清水さんは、町民の身近な相談役として行政相談業務にご尽
力され、「大変な時もありましたが、相談者の気持ちになって
聞くことを大切にし、町民と行政のパイプ役となることを心掛
けて相談業務を行ってきました」と振り返られました。

全国大会入賞
【USA All Star Nationals 2023 -全国選手権大会-　入賞報告】

　チアダンスグループ「Ｌ
レ ク ラ

’eclat」に所属する幸田小学校
６年生の岩

いわ

住
ずみ

蒼
さ

南
な

さんと幸田小学校５年生の深
ふか

谷
や

優
ゆ

月
づき

さん
と苅

かり

谷
や

玲
れ

奈
な

さんが、3月25日㊏から27日㊊まで千葉県の幕張
メッセで開催された「USA All Star Nationals 2023 -全国
選手権大会-」において、それぞれの部門で第２位に入賞し、
５月10日㊌にその報告のため町長を訪れました。３人は「今
年こそは、全国大会で優勝したいです」と笑顔で語ってくれ
ました。

　地震防災対策は、減災目標の達成を目指し、地域の特性に応じて、対策が進められています。この度、内閣府では、
今後の防災対策に向けて、皆さんの声を反映させるため避難意識などに関する調査を実施します。１人でも多くの人
にご回答いただきたいので、ぜひご意見をお聞かせください。

　〇回答フォームURL：https://en.surece.co.jp/kaiko2023/
　〇実施期間：７月１日㊏～８月頃を予定
　○回答の際、以下の点にご注意ください。
　　・回答は１人１回限りとなります。
　　・回答の途中で、回答状況を一時保存することはできません。
　　・ 選択式の設問は該当する選択肢をチェックしてください。また、記述式の設問は可能な限り具体的にご回答く

ださい。
　　・ お答えいただいた内容は、個人が特定できないよう取りまとめた後、今後の防災対策の参考にさせていただき

ます。

問合せ　防災安全課 安全テラスグループ（内線373）　FAX63-5139

感謝状を受け取った清水さん

左から岩住さん、深谷さん、苅谷さん

⬅ 回答フォームはこちらから

町 長 へ こ ん に ち は ！

地震防災対策の現状調査に係る住民向けアンケート

幸田町役場 ☎（0564）62-1111㈹／℻（0564）63-5139 申込み・問合せに関しては、役場および各施設で
開庁日・開館日が異なりますのでご注意ください。
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　４月23日㊐自然観察会「健康の道に咲く春の花を見つけよう！」を開催しました。とぼね山にある「こうた健康の道」
を歩きながら、そこで観察した動植物について愛知県自然観察指導員である天

あま

野
の

保
やす

幸
ゆき

先生に説明してもらいました。
　今回の観察会で見つけたもののうち、２つの動植物について紹介します。

紫の筋がある小型の白い花が特徴です。
如意（にょい）という仏教僧が読経や説法
のときに手に持つ仏具に似ているとして、
日本の植物学者の牧

まき

野
の

富
とみ

太
た

郎
ろう

が「ニョイス
ミレ」と名付けたとのことです。

切り分けられた各部分からそれぞれ脳細胞が再生します。１匹のプラ
ナリアを３等分に切断して、うまく再生したら、３匹のプラナリアに
なるということです。今回、見つかったのは、在来種のプラナリア（別
名：ナミウズムシ）であり、とてもきれいな水のあるところしか生息
できません。

　この自然観察会では、上記の動植物のほかに40種類もの動植物を観察することができました。し
かし、この観察会で見かけた動植物は、とぼね山に生息している動植物のほんの一部です。とぼね
山だけでも、何百種類の動植物が生息し複雑な生態系を営んでいます。このような生態系を崩さな
いため幸田町の緑豊かな自然を守りましょう。
問合せ　環境課 環境保全グループ（内線272）　FAX63-5169

とぼね山でこんな生きもの見つけたよ！

　令和２年１月１日の燃やすごみ指定袋の値下げから、４年目を迎えました。
　その後、燃やすごみはどうなったの？　燃やすごみの減量化をすすめるため、分別の状
況をリアルにお伝えするコーナーです。

区分 単位 値下げ前
平成31年３月

値下げ後
令和２年３月 令和３年３月 令和４年３月 令和５年３月

燃やすごみ量 ｔ 456.95 506.99 533.73 506.33 501.52

人口（各月1日現在） 人 42,054 42,407 42,647 42,450 42,245

１人当たりのごみ量 kg 10.9 12.0 12.5 11.9 11.9

燃やすごみの分別状況を調べてみると…

　町中心部のあるごみステーションに出された燃やすごみから任意に取り出したごみ袋10袋（重さ約28.0kg）の分別
状況を調べたところ、合計6.4kg（混入率約22.9％）の資源ごみが燃やすごみとして出されていました。
　含まれた内容には、トイレットペーパーの芯やティッシュペーパー・お菓子の箱などが見られました。これらは不
要な紙袋にまとめて「ミックスペーパー」として分別ステーションもしくは資源拠点回収に出しましょう。ＣＤ・Ｄ
ＶＤ（ケース含む）や密閉容器（タッパー）などのプラスチック使用製品は、本年４月からプラスチック製容器包装
と合わせて「プラスチック類」として一括回収することとしました。これらは分別ステーションの白色ネット袋に入
れていただきますようお願いします。

燃やすごみの分別を徹底して「資源化」「減量化」にご協力をお願いします！

問合せ　環境課 ごみ対策グループ（内線274）　FAX63-5169

ニョイスミレ　ースミレ科― プラナリア　－三岐腸目―

ミックスペーパー　約3.5kg

拡大写真

えこたんのE・COナビ
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職種・採用予定人員・受験資格
職種 採用人数 学歴 受験資格

① 一般事務職
若干人

大学
短大
高校

・ 平成８年４月２日以降に生まれた人で、 左記学歴を卒業または令和６年３月31日
までに卒業見込みの人

②
一般事務職

(就職氷河期世代
対象)

同上 ・ 昭和50年４月２日から昭和60年４月１日までに生まれた人で、 左記学歴を卒業ま
たは令和６年３月31日までに卒業見込みの人

③ 技術職
(土木・建築)

若干人

同上
・ 平成５年４月２日以降に生まれた人で、 土木課程または建築課程を卒業または令

和６年３月31日までに卒業見込みの人
＊ 土木または建築の専門的な科目を履修していれば卒業した学部学科などは問いま

せん。

④
技術職

(土木・建築
(就職氷河期世代

対象)）
同上

・ 昭和50年４月２日から昭和60年４月１日までに生まれた人で、左記学歴を卒業ま
たは令和６年３月31日までに卒業見込みの人

＊ 土木または建築の専門的な科目を履修していれば卒業した学部学科などは問いま
せん。

⑤ 保健師 若干人 大学
短大

・ 昭和52年４月２日以降に生まれた人で、 左記学歴を卒業または令和６年３月31日
までに卒業見込みの人

＊保健師資格を令和６年３月31日までに取得または取得見込みの人

⑥ 保育士 若干人 大学
短大

・ 昭和52年４月２日以降に生まれた人で、 左記学歴を卒業または令和６年３月31日
までに卒業見込みの人

＊保育士資格を令和６年３月31日までに取得または取得見込みの人

⑦ 調理員 若干人 － ・ 昭和44年４月２日以降に生まれた人で、健康な人
＊調理師資格を令和６年３月31日までに取得または取得見込みの人

⑧ 消防職 若干人
大学
短大
高校

・ 平成10年４月２日以降に生まれた人で、 左記学歴を卒業または令和６年３月31日
までに卒業見込みの人

＊ 両眼で矯正視力0.8以上かつ片眼で0.5以上の視力があり、赤色、青色および黄色の
色彩の識別が可能な人

＊どの職種も性別は問いません。
試験日程・会場・試験内容
試験 試験日 会場 試験内容
書類審査 ・ 受験申込書選考（応募者数により実施しない場合があります）

一次試験

９月16日㊏ 役場 ・ 人事担当者面接

９月17日㊐
役場
中央公民館
ほか

・教養試験（職種①、③、⑤、⑥、⑦、⑧）
・社会人基礎試験（職種②、④　＊職務適応性検査を含む）
・職場適応性検査（職種①、③、⑤、⑥、⑦）
・消防適性検査（職種⑧）
・専門試験（職種③、④、⑥）

二次試験 10月28日㊏および10月29日㊐のう
ち町が指定する１日間 役場 ・ 最終面接

・ 体力テスト（消防職のみ）

試験申込み・受付期間
区分 受付期間 受付場所 備考

窓口受付 ７月３日㊊から７月31日㊊ 人事秘書課
人事グループ

（３階６番窓口）

受付時間は、午前８時30分から午後５時15分まで
土・日・祝日は休み（７月31日は午後５時まで）
郵便の場合は、7月31日必着としますが、 書類に不備がある
場合は、受理することができません。郵便受付 7月31日㊊必着

そのほか
① 募集要項をよくご確認の上、お申し込みください。なお、募集要項、受験申込書などは、人事秘書課（３階６番窓

口）でお渡しするほか、町ホームページからもダウンロードできます。
② 遠隔地に住んでいる人で、受験申込書などを郵送で請求する場合は、140円切手を貼付し、宛先などを明記した返

信用封筒（長形３号：120mm×235mm）を必ず同封してください。
③提出書類（履歴書など）は、理由を問わず返却しません。
④詳細は町ホームページをご覧ください。
問合せ　人事秘書課 人事グループ　☎62-1111(内線363)　FAX63-5139　Ｅメール：jinjihisyo@town.kota.lg.jp

受付期間
7/3～7/31

令和６年４月１日採用　幸田町職員を募集します

幸田町役場 ☎（0564）62-1111㈹／℻（0564）63-5139 申込み・問合せに関しては、役場および各施設で
開庁日・開館日が異なりますのでご注意ください。
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　４月９日㊐および４月23日㊐に行われました、愛知県議会議員一般選挙および幸田町議会議員一般選挙の結果につ
いてお知らせします。

幸田町議会議員一般選挙
　任期満了に伴う幸田町議会議員一般選挙は16人が当選しました。
　任期が４月29日に満了するために行われたもので、４月18日に告示を行
い、平成23年以来12年振りに有投票となり、23日に投開票が行われました。
　投票率は56.41%で前回一般選挙で有投票だった平成23年の68.38%から
11.97%の減となりました。
　任期は４月30日から令和９年４月29日までの4年間となります。

得票数（得票順）（定数16）
候補者名 党派 得票数 新現 候補者名 党派 得票数 新現

1 た き ょ う　 毅 無所属 2,180 現 12 丸 山　 ち よ こ 日本共産党 842 現
2 の さ か　 純 子 公明党 1,272 新 13 藤 本　 和 美 参政党 841 新
3 つ づ き　 幸 夫 無所属 1,147 現 14 は せ が わ　 進 無所属 793 新
4 松本　ただあき 無所属 1,108 新 15 石 原　 の ぼ る 無所属 660.738 現
5 吉 本　 ち あ き 無所属 1,090 新 16 黒 木　 は じ め 無所属 635 現
6 鈴 木　 ひ さ お 無所属 1,008 現 - 白 木　 め ぐ み 参政党 618 新
7 岩 本　 ち ほ 無所属  965 現 - 明 石　 ゆ う き 無所属 604 新
8 ひろの　ふさお 無所属  962 現 - 柴 田　 昌 典 無所属 362 新
9 藤 江　 と お る 無所属  899 現 - 中 山　 こ う た 無所属 158 新
10 稲 吉　 て る お 無所属  892 現 - 滝 沢　 の ぼ る 無所属 99.261 新
11 さ さ の　 康 男 無所属  885 現 - 吉 賀 　 忍 無所属 82 新

愛知県議会議員一般選挙
　任期満了に伴う愛知県議会議員一般選挙は５人が当選しました。幸田町における投票率は44.63%で前回平成31年
の45.46%から0.83%の減となりました。
得票数（届出順）（定数5）

候補者名 党派 得票数 新現
近 藤 き よ し 参政党 923 新

鈴 木 ま さ と 立憲民主党 1,920 現

山 口 た け し 無所属 2,552 新

しんかい正春 自由民主党 2,763 現

そのやま康男 無所属 1,876 現

中根よしたか 自由民主党 4,162 現

岡崎市・額田郡選挙区　総計
結果 得票数

－ 7,086

当選 23,844

当選 22,834

当選 19,659

当選 20,009

当選 31,512

問合せ　幸田町選挙管理委員会（総務課内、内線351）　FAX63-5139

当選証書付与式

統一地方選の結果について
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　国民健康保険税納税通知書を７月中旬に被保険者世帯の世帯主へ送付します。制度の内容などは納税通知書および
同封のチラシでご確認ください。税率などは下表のとおりです。

課税区分 課　税　対　象 医療保険分 後期高齢支援分 介護保険分
所　得　割 前年の所得から43万円を控除した額 5.14％ 2.37％ 1.77％

均　等　割 被保険者１人当たり 21,400円 9,300円 10,100円

平　等　割＊１ １世帯当たり 17,100円 6,900円 5,300円

課税限度額 － 650,000円 220,000円 170,000円

＊１　 国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したことにより、国民健康保険の被保険者が１人となった世帯は、
平等割額（医療保険分・後期高齢支援分）が移行後５年間は半額、その後３年間は４分の３となります。

倒産や解雇などによる非自発的失業者に対する軽減措置があります（申告必要）
　雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者として失業等給付を受ける人は、申告により離職の翌日から翌年
度末までの期間で前年所得のうち給与所得を100分の30として所得割額が計算され、低所得者の税額軽減についても
同様に判定されます。

対象となる雇用保険受給資格通知または雇用保険受給資格者証の離職理由の番号

特定受給資格者 11・12・21・22・31・32

特定理由離職者 23・33・34

離職理由

11 解雇 31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある
自己都合退職

12 天災等の理由により事業の継続が不可能になっ
たことによる解雇 32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合

退職

21 雇止め（雇用期間３年以上雇止め通知あり） 33 正当な理由のある自己都合退職

22 雇止め（雇用期間３年未満更新明示あり） 34 正当な理由のある自己都合退職（被保険者期間
12カ月未満）

23 期間満了（雇用期間３年未満更新明示なし）

軽減判定所得の基準額が変わります（申請不要）
対象者の所得要件（世帯主・被保険者・旧被保険者の前年所得金額の合計額） 軽減割合

43万円＋［10万円×（給与所得者等＊１の人数－１）］＊２以下の世帯 均等割額・平等割額の７割

43万円＋（29万円×被保険者・旧被保険者＊３の人数）＋
［10万円×（給与所得者等の人数－１）］以下の世帯 均等割額・平等割額の５割

43万円＋（53万５千円×被保険者・旧被保険者の人数）＋
［10万円×（給与所得者等の人数－１）］以下の世帯 均等割額・平等割額の２割

＊１　給与所得者等とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける人
＊２　 世帯主および世帯の被保険者の中に給与所得者等が２人以上いる場合には、給与所得者等の数の合計数から１

を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えます。
＊３　旧被保険者とは、国民健康保険に加入したまま、75歳を迎えることにより後期高齢者医療制度へ移行した人
問合せ　保険医療課 国保年金グループ（内線141、142、143）　FAX63-5334

令和５年度国民健康保険税のご案内

幸田町役場 ☎（0564）62-1111㈹／℻（0564）63-5139 申込み・問合せに関しては、役場および各施設で
開庁日・開館日が異なりますのでご注意ください。
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保険料の計算方法
　保険料は、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」と、被保険者全員が等しく負担する「被保険者均等割額」
を合計して、個人単位で計算されます。

①所得割額
　（所得金額−基礎控除額＊）×
　所得割率9.57％ + ②被保険者均等割額

　被保険者１人当たり
　49,398円 ＝ 保険料（年額）

（限度額66万円）
100円未満切捨て

＊ 基礎控除額は０円から43万円。合計所得金額2,400万円以下の人は、43万円控除。合計所得金額2,400万円超の人は、
所得に応じて基礎控除額が減少します。

保険料の軽減について
〇被保険者均等割額の軽減
　世帯主とその世帯にいる被保険者の所得金額の合計額に応じて、被保険者均等割額が軽減されます。令和５年度か
ら軽減対象の要件が変更となります。

対象者の所得要件（世帯主および世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額） 軽減割合 軽減額

43万円＋［10万円×（給与所得者等＊１の人数－１）］＊２以下の世帯 ７割 34,579円

43万円＋（29万円×被保険者数）＋［10万円×（給与所得者等の人数－１）］以下の世帯 ５割 24,699円

43万円＋（53.5万円×被保険者数）＋［10万円×（給与所得者等の人数－１）］以下の世帯 ２割  9,880円

＊１　 給与所得者等とは、給与所得（給与収入が55万円を超える者）または、公的年金等にかかる所得（前年の12月
31日現在65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者、前年の12月31日現在65歳以
上の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者）を有する者をいいます。

＊２　 世帯主および世帯の被保険者の中に給与所得者などが２人以上いる場合には、給与所得者等の数の合計数から、
１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えます。

＊ 前年の12月31日現在65歳以上の人の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。
＊ 軽減判定所得金額には、専従者給与は含めず、専従者控除、長期・短期譲渡所得の特別控除は適用されません。
＊収入の状況や世帯の構成によって、基準が異なります。

令和５年度の保険料額決定通知書は７月中旬頃に送付します。

問合せ　保険医療課 医療グループ（内線144）　FAX63-5334

介護保険料納入通知書
　令和５年度介護保険料について、納入通知書を７月中旬に送付します。制度の内容などは納入通知書および同封の
チラシでご確認ください。

問合せ　福祉課 介護保険グループ（内線156）　FAX56-6218

令和５年度　後期高齢者医療保険料について

介護保険料のご案内
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　経済的な理由などで保険料の納付が困難な場合は、申請して承認を受けると、保険料が全額免除、一部免除（一部
納付）または納付が猶予される制度があります。
　令和５年度（７月分～翌年６月分）の申請を７月から受け付けます。なお、過去の期間に未納のある人も、申請時
点から２年１カ月前までの期間について、さかのぼって申請できます。
持 ち 物　 マイナンバーまたは基礎年金番号の分かるもの、身分証明書、失業を理由に申請する場合は雇用保険被保

険者離職票など
そのほか　・申請には被保険者、その配偶者および世帯主の前年所得による審査があります。
　　　　　・免除・猶予を受けた期間の保険料を10年以内にさかのぼって納付する追納制度があります。

マイナポータルから国民年金手続きの電子申請ができます
対象手続
　・国民年金 第１号被保険者加入の届出
　　（退職後の厚生年金からの変更など）
　・国民年金保険料 免除・納付猶予の申請
　・国民年金保険料 学生納付特例の申請
　＊まずはマイナポータルの「利用者登録」が必要です。
問 合 せ　保険医療課 国保年金グループ（内線143）　FAX63-5334
　　　　　岡崎年金事務所 国民年金課　☎（0564）23-2637

　エネルギー・食料品等価格高騰の影響による負担増で、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対して、
１世帯当たり３万円を現金で支給します。
対象
　次の要件のいずれかに該当し、町が定める基準日（６月１日）時点で住民票がある世帯です。
①非課税世帯（世帯員全員の令和５年度分住民税が非課税である世帯）
　町で確認ができる非課税世帯の世帯主に令和5年7月中に「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給要
件確認書」を送付します。必要事項を記入の上、返信用封筒でご返送ください。
＊ 基準日時点で令和５年度分住民税が確認できない場合は、確認書は送付されません。住民税の申告後に非課税世帯

となる世帯主は申請が必要です。
＊ 令和５年度分住民税の修正申告をした人がいる非課税世帯の世帯主には、確認書が送付されない場合がありますの

で、お問い合わせください。
②�１月２日以降に転入された人がいる非課税世帯（世帯員全員の令和５年度分住民税が非課税である
世帯）

　世帯員の中に他市町村で住民税が非課税となっている人がいる非課税世帯の世帯主は申請が必要です。申請の際に
は市町村が発行した「住民税非課税証明書」が必要です。その他必要な書類、申請受付開始日などの詳細については
町ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
＊申請後の審査に時間がかかる場合がありますのでご了承ください。
そのほか
　・ 本給付金の提出期限は10月31日㊋となります。提出期限までに提出がない場合は、本給付金の受給を辞退した

ものとみなされますのでご注意ください。
　・ 令和５年度分住民税が確認できない場合は、非課税世帯等の確認ができるまで本給付金を支給できませんので住

民税の申告をお願いします。
問合せ　福祉課 包括ケアグループ（内線155）　FAX56-6218

⬅ 詳しい内容はこちら
　（日本年金機構ホームページ）

⬅ マイナポータルの登録はこちら

国民年金保険料免除･納付猶予申請を受け付けます

非課税世帯等に対する電力・ガス・食料品等価格高騰重
点支援給付金

幸田町役場 ☎（0564）62-1111㈹／℻（0564）63-5139 申込み・問合せに関しては、役場および各施設で
開庁日・開館日が異なりますのでご注意ください。
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注意事項
• 現行のタクシー利用助成事業とは、別に行う実証実験です。本年度に取得された紙のタクシー利用助成券は、通常

どおりご利用できます。
• 実証実験となりますので、利用できるタクシー会社は町が指定する事業者に限られます。

募集内容
　「タクシー利用助成券」をより利用しやすくし、外出支援・促進効果の高い制
度を目指して、助成券の電子化（ICカード利用）の実証実験（令和５年８月頃
から翌年１月頃まで）を行います。町が指定する方法（町が用意するプリペイド
式（おおむね１万円分）のICカードを、乗降時にタクシー運転手が持っている
スマートフォン端末にかざす方法）により日常生活の中（町内）で利用していた
だける人を募集します。

募集対象者
　町内に在住し、個人情報（乗降地の位置情報や利用状況など）のデータ利活用にご同意いただける次の①か②のい
ずれかに当てはまる人
　① 令和５年度の「幸田町在宅高齢者外出支援タクシー利用助成券」を所持しているおおむね80歳以上の人で、タク

シーを月２回以上の頻度で利用する人
　②次の（1）から（3）までの全てに該当する人
　　（1） 令和５年度の「幸田町在宅高齢者外出支援タクシー利用助成券」を所持しておらずおおむね70歳以上である。
　　（2）日常生活（買い物や通院など）の中で、タクシーが主要な移動手段となる、または、将来的に考えている。
　　（3）障害者手帳所有者を対象とした令和５年度の「幸田町福祉タクシー料金助成利用券」を所持していない。

募集人数
　①および②の合計30人程度
　＊応募人数が超過する場合は、予定利用方法や説明会に参加できる状況などによる選考とします。

募集期間
　７月３日㊊午前９時から14日㊎午後５時まで

応募方法
　必ず募集期間内に、福祉課包括ケアグループ（役場１階５番窓口）へ「モニター申込兼同意書」をご提出ください。
　「モニター申込兼同意書」は、町のホームページのほか、福祉課包括ケアグループ（役場１階５番窓口）で配布し
ています。

応募結果
　７月末までに、モニターとして選考した人に対し説明会の案内を送付します。
選考されなかった場合は、応募結果は送付されませんのでご注意ください。
　モニター説明会を８月と９月に、また実証実験終了後の報告会を12月または
翌年１月に役場で開催します。モニターに選考された場合には必ず参加してくだ
さい。

問合せ　福祉課 包括ケアグループ（内線155）　FAX56-6218
⬆ 「いこうタクシー」をイメー

ジした仮称e-KOTAxi（イコ
タク）事業のロゴ

タクシー利用助成券のデジタル化「（仮称）e-KOTAxi
（イコタク）」事業のモニターを募集します
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　40歳から74歳までの人は特定健康診査の対象者で、生活習慣
病の予防が重要な世代となり、メタボリックシンドローム（以
下「メタボ」）にならないように注意が必要となります。
　受診後、約１カ月後に「結果報告書」がご自宅に郵送されま
すので、ご自身の健康状態を確認してください。

特定健康診査の結果はここをチェック！
★�動機付け支援レベル�のあなたは
　メタボの予備群です。今なら生活習慣を改善することで、動
脈硬化などを防ぐことができます。
★�積極的支援レベル�のあなたは
　メタボになっています。心臓病や脳卒中などの死に直結する
病気になる危険性が高いとされるレベルなので、今すぐ生活習
慣の改善が必要です。

生活習慣を見直すお手伝い！特定保健指導！
　特定保健指導は、保健師から健康な身体を手に入れるための
アドバイスを無料で受けることができます。
　積極的にご利用いただき、ご自身の生活習慣を見直すきっか
けにしてください。「動機付け支援レベル」「積極的支援レベル」
となった人には、後日、特定保健指導のお知らせを通知します。
問合せ　保険医療課 国保年金グループ（内線142）　FAX63-5334

住宅名・募集戸数および入居指定日
　・横落住宅１棟（昭和57年度建設）：１戸（３階）
　・神山住宅Ａ棟（平成５年度建設）：１戸（１階）
　・神山住宅Ｄ棟（平成２年度建設）：１戸（３階）
　・入居指定日：令和５年９月１日㊎
入居条件および家賃の決定方法
　・幸田町営住宅条例に基づき、収入基準に適合していること。
　・現に住宅に困窮していることが明らかなこと。
　・町民税などを滞納していないこと。
　・家賃は収入に応じ規定により算出します。
受付期間・場所
　・７月３日㊊～21日㊎の開庁日
　・都市計画課 計画整備グループ（役場２階４番窓口）
そのほか
　・希望者には７月３日㊊から募集概要、申込書類を配布します。
　　＊申し込みには申込書類および添付書類が必要になりますので、
　　　お早めに受け取りをお願いします。
　・応募者多数の時には、申請者による抽選で決定します。
　・福祉枠については随時受け付けをしています。
問合せ　都市計画課 計画整備グループ（内線222）　FAX63-5129

横落住宅

神山住宅

３ＤＫ（和室６畳×２、洋室×１）

住民健診・人間ドックを受けられた
幸田町国民健康保険加入者の皆さんへ

町営住宅の入居者を募集します！

幸田町役場 ☎（0564）62-1111㈹／℻（0564）63-5139 申込み・問合せに関しては、役場および各施設で
開庁日・開館日が異なりますのでご注意ください。
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　幸田町では、性的マイノリティの自由な意思を尊重するとともに、互いの違いを認め合い、その個性と能力を十分
に発揮し、誰もが自分らしく暮らせる多様性に富んだ社会を実現することを目的とする「幸田町パートナーシップの
宣誓に関する要綱」を７月１日に施行しました。

パートナーシップ宣誓制度とは
　一方または双方が性的マイノリティである2人が、互いを人生のパートナーとして日常生活において継続的に相互
に協力し合うことを約束した関係にあることを町に届け出て、町がこれを証明する制度です。
　この制度による法律上の効果はありませんが、証明書を提示することで、公的なサービスなどを受けられるように
なる場合があります。

宣誓することができる人
　以下のいずれにも該当している必要があります。
　　〇成年に達していること（満18歳以上）
　　〇町内に住所を有しているまたは宣誓の日から３カ月以内に
　　　転入する予定のあること
　　〇配偶者がいないこと
　　〇宣誓者以外の人とパートナーシップの関係にないこと
　　〇宣誓者同士が近親者でないこと

宣誓の流れ
１　電話で事前予約
　　 　宣誓を希望される人は、宣誓日を事前に予約してください。その際に、２人の氏名、生年月日、住所、電話番

号を伺います。通称名で宣誓される場合は通称名も、外国籍の人は、国籍もお伝えください。
２　パートナーシップの宣誓
　　 　予約した日時に２人そろって企画政策課政策グループ（役場３階２番窓口）にお越しください。町職員の立会

いのもと「パートナーシップ宣誓書」に自署し、提出していただきます。
３　審査（内容確認）
　　 　本人確認およびパートナーシップの宣誓要件を満たしているかの確認を行います。書類に不備や不足がある場

合は、宣誓日を延期させていただくことがあります。
４　パートナーシップ宣誓書証明書などの交付
　　 　パートナーシップ宣誓書証明書とパートナーシップ宣誓証明カードを交付します。

そのほか
〇 宣誓や宣誓書受領証などの交付は無料です。ただし、宣誓の際に必要な戸籍抄本などの要件確認書類の交付手数料

は自己負担となります。
〇 宣誓から宣誓書受領証と宣誓書受領カードの交付までに１時間程度かかります。また、要件確認や宣誓書受領証と

宣誓書受領証カードの作成のため、後日交付となる場合があります。

パートナーシップ宣誓制度が始まりました
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性の多様性について
　性は「男」と「女」の２つに分けられてきましたが、これは、生まれた時の体の違いによるものです。しか
し性は体の性だけではなく、さまざまな要素があります。
　「LGBTQ」という言葉をテレビや雑誌などで見たり聞いたりする機会が増えましたが「まだよくわからな
い。」「自分の周りにはいない。」と思っている人も多いのではないでしょうか。

LGBTQとは
　以下の頭文字をとって、性的マイノリティの総称として使われています。

　自分の性別の認識やどの性に魅力を感じるかは、自分の意志で選択・変更できるものではありません。性の
あり方は十人十色、グラデーションとも言われます。
　誰もが自分らしく暮らせる多様性に富んだ社会をみんなで作りましょう。

相談先
　困った時は１人で悩まないでください。相談できる機関があります。
　LGBTQ当事者だけでなく、家族や友人からの相談も受け付けています。
　〇よりそいホットライン　0120-279-338（ガイダンス♯４）
　　24時間　365日対応　一般社団法人社会的包摂サポートセンター
　〇レインボー・ホットライン　0120-51-9181
　　毎月第１月曜日　午後７時から10時まで　特定非営利活動法人　PROUD　LIFE
問合せ　企画政策課 政策グループ（内線333）　FAX63-5139

L（レズビアン）

B（バイセクシュアル） Q（クエスチョニング、クィア）T（トランスジェンダー）

G（ゲイ）

同性を好きになる女性

異性も同性も好きになる人

LGBTQ以外にもさまざまな性のカタチがあります

自分の性のあり方がわから
ないと感じる人・決めてい
ない人、既存の性の概念に
当てはまらない人

身体の性と心の性が
一致していない人

同性を好きになる男性

幸田町役場 ☎（0564）62-1111㈹／℻（0564）63-5139 申込み・問合せに関しては、役場および各施設で
開庁日・開館日が異なりますのでご注意ください。

29 広報こうた◉2023(R5).7.1広報こうた◉2023(R5).7.1



⃝行政相談
　と　き　毎月第３水曜日（祝日除く）　午前10時～正午
　ところ　役場１階相談室
　問合せ　総務課法規グループ（内線353）℻63-5139
⃝人権相談
　と　き　毎月第１水曜日　午前９時～正午
　ところ　役場１階相談室
　問合せ　住民課住民窓口グループ（内線122）℻62-6555
⃝消費生活相談

▲ 幸田町（電話相談可）
　と　き　毎週火曜日　午前10時～正午、午後１時～４時
　　　　　＊受付は午後３時30分まで
　ところ　役場１階相談室
　問合せ　企画政策課政策グループ（内線331）℻63-5139

▲ 愛知県消費生活総合センター（電話相談可）
　と　き　㊊～㊎　午前９時～午後４時30分
　　　　　㊏・㊐　午前９時～午後４時
　ところ・問合せ　愛知県消費生活総合センター☎052-962-0999
⃝多重債務相談（予約制）
　と　き　毎週火・木曜日　午後１時～４時
　ところ・問合せ　愛知県消費生活総合センター☎052-962-0999
⃝司法書士法律困りごと相談（１週間前までに要予約）
　と　き　毎月第１・３水曜日　午後１時～４時
　ところ　福祉サービスセンター
　問合せ　幸田町社会福祉協議会 ☎62-7171　℻62-7254
⃝無料法律相談（予約制）
　と　き　毎月第２木曜日　午後１時～４時
　　　　　＊令和５年度の６月・９月・12月・３月は第２水曜日
　ところ　役場３階301会議室ほか
　問合せ　住民課住民窓口グループ（内線122）℻62-6555
⃝税理士による税務相談（予約制）
　と　き　毎月第３木曜日　午後１時30分～２時15分、
　　　　　午後２時30分～３時15分
　ところ　役場１階相談室　
　問合せ　税務課町民税グループ（内線161）℻56-6218
⃝国税に関する「電話相談センター」
　と　き　㊊～㊎（祝日、年末年始除く）　午前８時30分～午後５時
　利用方法　①岡崎税務署 ☎58-6511へ電話　②自動音声→「１」

を押す　③自動音声→相談内容の番号を押す
⃝税務相談（予約優先）
　と　き　毎週月・水・金曜日　午前10時～午後３時
　ところ　岡崎信用金庫本店（岡崎市菅生町）
　問合せ　東海税理士会岡崎支部事務局☎25-6622
⃝心配ごとお気軽相談（電話相談可）
　と　き　毎週水曜日　午前９時～正午
　ところ　役場１階相談室
　問合せ　福祉課介護保険グループ（内線156）℻56-6218
⃝子どもの権利擁護委員会
　と　き　㊊～㊎（祝日除く）　午前８時30分～午後５時15分
　問合せ　こども課児童育成グループ（内線133）℻63-5334
　　　　　メールkodomo-kenri@town.kota.lg.jp
⃝ひとり親家庭相談（電話相談可）
　と　き　毎月第４木曜日　午前10時～午後４時
　ところ　役場１階相談室
　問合せ　福祉課包括ケアグループ（内線155）℻56-6218
⃝こどもの相談
　と　き　毎月第２木曜日　午前10時～午後４時
　ところ　役場１階相談室
　問合せ　福祉課包括ケアグループ（内線155）℻56-6218

⃝子育て相談（訪問相談可）
　と　き　㊊～㊎　午前８時30分～午後５時
　　　　　㊏　午前８時30分～正午＊㊏は電話相談のみ（祝日除く）
　ところ・問合せ　上六栗子育て支援センター ☎・℻62-8333
⃝教育相談
　と　き　㊊～㊎　午前10時～午後６時
　ところ　㊊　多文化共生拠点施設相談室
　　　　　㊋～㊎　中央公民館教育相談室
　問合せ　☎・℻63-1188　メールk-soudan@siren.ocn.ne.jp
⃝高齢者の相談（訪問相談可）
　と　き　㊊～㊎（祝日除く）　午前８時30分～午後５時15分
　ところ　①北部地域包括支援センター　②中部地域包括支援センター
　　　　　③南部地域包括支援センター
　対　象　①坂崎・幸田学区在住者　②中央・荻谷学区在住者
　　　　　③豊坂・深溝学区在住者
　問合せ　①☎62-5516　℻62-5517　②☎62-7331　℻62-7254
　　　　　③☎47-7370　℻47-7371
⃝認知症介護電話相談
　と　き　㊊～㊎（祝日除く）　午前10時～午後４時
　問合せ　公益社団法人認知症の人と家族の会・愛知県支部
　　　　　☎0562-31-1911　℻0562-33-7102
⃝ゆるカフェ（若年性認知症・高次脳機能障害当事者の相談・交流会）
　と　き　毎月第１土曜日　午前10時～正午
　ところ　就労継続支援Ｂ型事業所ひなた
　問合せ　福祉課包括ケアグループ（内線154）℻56-6218
⃝身体・知的・精神障がい者相談（訪問相談可・予約制）
　と　き　㊊～㊎（祝日除く）　午前８時30分～午後５時15分
　ところ　①生活支援センターこうた　②相談支援事業所ひなた
　　　　　③幸田町社協相談支援事務所
　対　象　①北部中学校区在住者　②幸田中学校区在住者
　　　　　③南部中学校区在住者
　相談員　相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士
　問合せ　①☎63-1755　②☎77-6900　③☎62-7171
⃝心の病気を抱える人の家族の相談
　と　き　毎月第３火曜日　午後１時30分～３時
　ところ　つどいの家１階　図書室
　問合せ　福祉課福祉グループ（内線151）℻56-6218
⃝憩いの場（心の病気のある人のデイケア）
　と　き　毎週火曜日　午後１時30分～４時
　ところ　つどいの家１階　会議室
　問合せ　福祉課福祉グループ（内線151）℻56-6218
⃝ひきこもり家族の集い
　と　き　毎月第３水曜日　午後５時30分～７時
　ところ　つどいの家１階　会議室
　問合せ　幸田町基幹相談支援センター☎63-1755　℻63-1756
⃝精神保健福祉（心の病、心の健康）相談
　と　き　㊊～㊎（祝日、年末年始除く）　午前９時～午後４時30分
　ところ・問合せ　西尾保健所健康支援課
　　　　　　　　　☎0563-56-5241　℻0563-54－6791
⃝こころの健康医師相談（２日前までに要予約）　
　と　き　奇数月の第３木曜日　午後２時～４時
　ところ　西尾保健所２階相談室
　問合せ　西尾保健所健康支援課☎0563-56-5241
⃝愛知県よろず支援拠点出張相談（経営者向け）　
　と　き　毎月第２火曜日（祝日除く）午後２時～４時
　ところ　役場１階相談室
　問合せ　産業振興課商工観光グループ（内線262）　℻63-5129

申込み・問合せに関しては、役場および各施設で
開庁日・開館日が異なりますのでご注意ください。
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毎月の無料相談



❶『テレビ回覧板ＷＥＥＫLＹ』（15分）
　幸田町、蒲郡市の地域ニュース。毎週土曜日更新
　（毎日９：00、12：00、15：00、17：00、19：00、22：00放送）
❷『町の風景』（10分）
　幸田町、蒲郡市の美しい風景をお届けします。
　７月８日㊏～14日㊎　　　　　　　 ９：15、12：30、19：15放送
　７月15日㊏～21日㊎　　　　　　　 12：15、18：00、22：15放送
❸『マイ Ｈｏｍｅ Tｏｗｎ』（30分）
　「私の町」をテーマにしたエリア内の情報番組。
　７月８日㊏～14日㊎　　　　　　　 ９：30、19：30、22：30放送
　７月15日㊏～21日㊎　　　　　　　 10：30、15：30、20：00放送
❹『店ばな工房』(15分)
　幸田町、蒲郡市にあるお店を紹介します。
　７月15日㊏～21日㊎　　　　　　　 ９：15、12：30、19：15放送
　７月22日㊏～28日㊎　　　　　　　 12：15、18：00、22：15放送
❺『時代をたどる幸田』(15分)
　地域の方と幸田町文化スポーツ課学芸員をナビゲーターに、幸
田の歴史を古代から現代まで辿ります。
　７月22日㊏～28日㊎　　　　　　　 ９：30、19：30、22：30放送
　７月29日㊏～８月４日㊎　　　　　 10：30、15：30、20：00放送
■「第105回全国高校野球選手権記念愛知大会」
　今年も豊田市運動公園野球場、岡崎市民球場、刈谷球場、豊橋
球場で開催する蒲郡市・幸田町内の学校の試合をお届けします。
なお、岡崎球場・豊橋球場での試合は生放送でお届けします。
高校球児たちの熱い夏をお楽しみください。
　＊放送日は組み合わせによります。
問合せ　三河湾ネットワーク株式会社　☎0120-794934

「４年ぶりの学区運動会」
　今月の表紙は中央小学校の学区運動会で披露された高学年の集団演
技の写真です。背中に「魂」の文字が刻まれた赤と黒の衣装を身にま
とい、メリハリのある演舞によって、文字どおり魂のこもった演技
で来場者を感動させていました。演技のほか、徒競走や騎馬戦などの

競技でも熱い戦
いが繰り広げら
れ、校長先生か
ら120点 と 言 わ
れるほどに、４
年ぶりの学区運
動会は大成功と
なりました。

別ショットの写真

田中 スミ子

近藤　 光男

内田　 松美

高須　 建二

齋藤　 京子

本田 多美子

夏目　　勝

伊澤　 淑璋

近藤 トミヱ

朝岡　　　

小坂　 法之

鳥居 ヒデ子

長坂　　勇

八木　 秀樹

近藤　 光男

内田　 松美

高須　 哲雄

齋藤　 彰久

本田　　浩

夏目　　勝

伊澤　 正美

近藤　 盛夫

朝岡　　　

小坂　 法之

鳥居 かおる

長坂　 明子

小柳津　碧

上村 優季斗

小倉　 明紗

TAKAYAMA SARA

小出　 苺果

酒井　 花音

田邉　 志侑

三浦　 大起

尾崎　 叶芽

益田　 旺來

岩瀬　 悠翔

磯谷　 三颯

西村　 昊空

西田　 凪沙

神谷　 瑠那

具志堅 蒼音

桂田　 琉蒔

【あお】

【ゆきと】

【めいさ】

【まいか】

【かのん】

【しゅう】

【だいき】

【かなめ】

【さく】

【ゆうか】

【みはや】

【そら】

【なぎさ】

【るな】

【あお】

【るま】

優

治久

恵理

髙山ユリ

和成

俊活

亨介

秀紀

咲希

千滉

文孝

奈央子

康平

凌

純平

大輝・恵利

逸美

芦谷

坂崎

永野

里

大草

大草

里

坂崎

鷲田

大草

里

坂崎

芦谷

大草

大草

高力

横落

岩堀

高力

荻

上六栗

鷲田

海谷

上六栗

野場

野場

大草

野場

芦谷

逆川

95

78

76

75

71

95

70

93

87

91

81

79

81

人口動態

戸籍異動

2023.6.1現在

総人口
　内
世帯数

42,144人（前月比－14人）
㊚21,365人　㊛20,779人

16,641世帯（前月比＋30世帯）

23人（㊚ 12人／㊛ 11人）
33人（㊚ 17人／㊛ 16人）

122人（㊚ 66人／㊛ 56人）
125人（㊚ 69人／㊛ 56人）

＊プライバシー保護のため、希望者のみ掲載して
　います。掲載希望の人は、届け出時に住民課に
　お申し出ください。

おめでとうございます

おくやみ申し上げます
死亡者 年齢 世帯主 区

5月届出分（順不同・敬称略）

出生児 保護者 区

出　生
死　亡
転　入
転　出

5
月
中
の
主
な
異
動

7

幸田町役場 ☎（0564）62-1111㈹／℻（0564）63-5139
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今月の表紙


